
県内７保健所から相談などを集約

　県では、８月３日に、これまで県内７保健所で行って
きた新型コロナウイルス感染症に関する相談・受診調整
の業務を集約し、新たに「帰国者・接触者相談総合セン
ター」を設置しました。
　今後は、「病状、症状に関する相談」、「検査の予約調整」
などについて、同センターがまとめて対応します。

❼ 広報おばま　令和 2 . 9

  新型コロナウイルス感染症関連情報

広報おばま　令和 2 . 9 ❻

市民の皆さんにお願いしたいこと

マスクの着用を徹底してください
　感染拡大の第１波を検証すると、「マスクをしていなかった」感染事例が多数、見受けられました。
　引き続き、人と話すときや、公共交通機関を利用するなどの際には、マスクの着用を徹底するようにお願いします。
　なお、人と十分な距離（少なくとも２㍍以上）を保てる場合には、マスクをはずして熱中症予防にも気をつけましょう。

「感染防止徹底宣言」ステッカーの掲示がある店舗を利用しましょう
　店舗利用の際には、「感染防止徹底宣言」ステッカー（下図）の掲示を確認し利用をしましょう。

他県との往来は注意して行動を
　感染が拡大している地域などへの往来については、慎重に判断してください。
　やむを得ず往来する場合は、訪問先を必要最低限にする、会食は控えるなど、感染予防を意識した行動をとり、
国の接触確認アプリ「Ｃ

コ コ ア

ＯＣＯＡ」の導入をお願いします。

感染を防止するために
県内で、再び新型コロナウイルスの感染が広がってきています。
関係機関のHPなどで最新の情報を確認し、適切な感染防止対策を行った上で、日常生活を送りましょう。

事業者の皆さんにお願いしたいこと

「感染防止徹底宣言」ステッカーの掲示

　各業界団体などが定める感染拡大予防のためのガイドラインや、福井県
の感染拡大防止対策ガイドラインについて、再度の徹底をお願いします。
　県では、ガイドラインを遵守する店舗や施設であることを示す「感染防
止徹底宣言」ステッカー（右図）を発行しています。申請は右のQRコー
ドから受け付けています。インターネットでの申請ができない人は、ふく
い産業支援センター☎ 0776・67・7421 まで相談してください。

新型コロナウイルス感染症にかかったと思ったら

まずは、帰国者・接触者相談総合センターやかかりつけ医に相談を
　発熱などの症状がある場合は、医療機関を受診する前に、帰国者・接触者相談総合センター（下記参照）やかか
りつけ医に電話で相談してください。８月から連絡先が下記に変わっています。ご注意ください！

帰国者・接触者相談総合センター

☎ 0776・20・0795
●対応時間　7 時～ 21 時（土日・祝日を含む）
　※時間外は携帯電話番号を案内します

症状や検査にかかる相談・問い合わせは

「感染防止徹底宣言」
ステッカー

◀

新たな支援策

観光事業者感染拡大防止対策支援事業補助金

　新型コロナ感染症の影響を受けた、宿泊業・飲食業など観光に携わる店舗などが、衛生管理の改善に取り組
む場合に、その取り組みを支援します。

▶補助対象事業者
　①運輸業、宿泊業、飲食業、小売業または生活
　　関連サービス業などを営んでいること
　②市内に主たる事業所を有していること
　③関係法令等に違反していないこと
　④市税の滞納がないこと

▶補助額
　補助率：対象経費の３分の２
　　　　　※消費税及び地方消費税を含む
　上限額：１事業所（店舗）あたり最大 10万円
　　　　　※交付申請は１事業所につき１回限り

▶補助対象期間
　令和２年 4月 1日〜 10月 30日

▶申請期限
　10月 30日㊎

▶対象経費
　①店舗の改装工事にかかる費用
　②備品購入費
　※消耗品費など一部対象外あり。詳しくは問い
　　合わせてください
▶補助要件
　①事業費の総計額（税込）が３万円以上
　②発注先は市内に主たる事業所を有する事業者
　　※ 8月 3 日以前に行ったものは、発注先が
　　　市外事業者でも可
　③県が発行する「感染防止徹底宣言」ステッカー
　　を目立つところに掲示する

新生児特別定額給付金

　国の特別定額給付金の基準日の翌日以降に生まれ
た子どもを育てる保護者を対象に、その子ども１人
につき 10万円（１回限り）を給付します。

■問い合わせ 商工観光課☎ 53・9705

■問い合わせ  市民福祉課☎ 64・6017
　　　　　　　　　　　　　  総務課☎ 64・6002

▶給付対象者
　次の①、②の要件の両方を満たす人
　①令和２年４月 28 日から令和３年４月１日ま
　　でに生まれ、市の住民基本台帳に登録された
　　子どもを監護し、生計を同じくする保護者

　②子どもの出生日から給付申請日まで引き続い
　　て、市の住民基本台帳に登録されている人

▶申請方法
　市が出生届を基に、対象者に申請書を送付します

▶申請期限
　令和 3年 5月 31日㊊

「おばまチケット」加盟店を紹介する
ホームページができました！

　市では、おばまチケットの加盟店情報を発
信し、市民の皆さんに地域への愛着を深めて
もらうために、ホームページ「N

ネ ス ト

EST−I
イ ン

NN−
O
オ バ マ

BAMA」を新たに開設しました。

■問い合わせ 商工観光課☎ 64・6019

　300 店を超える加盟店情報や独自のチケット
特典、お店のこだわりなど、お得で便利な情報
を発信しています！
　また、地域を支える産業や歴史文化、働く人

のストーリーなど、小浜市の魅力を再発見でき
る情報も紹介していきます。

右のQRコードからアクセス！▶

　HPに掲載する店舗も随時
募集しています。詳しくは問
い合わせてください。

（お店の名前）

ＰＣＲ検査など感染拡大防止への協力を

　万が一、従業員などに感染者が出た場合は、保健所などに協力し、積極的なＰＣＲ検査や休業など、感染拡大防
止に協力をお願いします。

▼申請用QRコード



活
用
し
よ
う
！

ごみの減量化を目指して 
 ～キーワードは「２R」～

広報おばま　令和 2 . 9 ❽❾ 広報おばま　令和 2 . 9

コロナ禍でごみが急増
～今、考えたい「ごみ」のこと～

■問い合わせ 環境衛生課☎ 64・6016

「
埋
立
ご
み
」
の
処
理
方
法

　

集
め
ら
れ
た
埋
立
ご
み
は
、
主
に
、
次

の
行
程
を
経
て
処
理
し
て
い
ま
す
。

「
外
出
自
粛
」
で
家
庭
ご
み
が
急
増

　

今
春
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
に
と
も
な
う
「
外
出
自
粛
」
の
影

響
で
、
全
国
的
に
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る

ご
み
の
量
が
急
増
し
ま
し
た
。　

　

小
浜
市
も
例
外
で
は
な
く
、
４
月
か
ら

５
月
に
か
け
て
の
埋
立
ご
み
の
排
出
量
は

81
㌧
と
、
前
年
同
時
期
の
61
㌧
に
比
べ
て

約
30
％
も
増
加
し
ま
し
た
。

持
込
ご
み
の
受
け
入
れ
を
制
限

　

埋
立
ご
み
の
処
理
を
扱
う
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
（
深
谷
）
で
は
、
ご
み
収
集
や
家

庭
か
ら
の
持
ち
込
み
に
よ
り
、
大
量
の
ご

み
が
集
ま
っ
た
た
め
、
作
業
員
や
施
設
の

安
全
を
確
保
し
な
が
ら
、
計
画
的
に
処
理

す
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、施
設
の
開
設
以
来
初
め
て
、

家
庭
か
ら
直
接
、
施
設
に
持
ち
込
ま
れ
る

ご
み
の
受
入
制
限
を
、
４
月
20
日
か
ら
５

月
29
日
の
期
間
に
実
施
し
ま
し
た
。

誤
っ
た
分
別
の
例

　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
集
め
ら
れ
、
選

別
さ
れ
る
ご
み
の
中
に
は
、
誤
っ
た
分
別

方
法
で
出
さ
れ
た
も
の
が
多
数
、
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
発
火
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

　

電
池
や
ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
破
砕
処
理
を
す
る
と
発
火
す
る

危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

▼
資
源
化
で
き
る
も
の

　

缶
、
び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
資
源
ご
み
」

と
し
て
出
す
ご
み
に
な
り
ま
す
。

▼
不
衛
生
な
も
の

　

生
ご
み
の
他
、
中
身
が
残
っ
て
い
る
缶

詰
や
調
味
料
な
ど
の
容
器
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
腐
敗
が
進
み
、
作
業
の
妨
げ
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

①
手
作
業
に
よ
る
選
別

　

埋
立
ご
み
の
中
に
は
、
発
火
の
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
や
、
資
源
ご
み
、
燃
や
す
ご

み
な
ど
が
、
分
別
さ
れ
ず
に
多
数
含
ま
れ

て
お
り
、
処
理
の
前
に
取
り
除
く
必
要
が

あ
り
ま
す
（
下
写
真
）。

　

こ
の
除
去
作
業
は
、
機
械
で
は
で
き
な

い
た
め
、
す
べ
て
の
ご
み
袋
を
作
業
員
が

手
作
業
で
一
つ
ひ
と
つ
確
認
・
選
別
し
て

い
ま
す
。

②
破
砕
処
理

　

手
作
業
で
選
別
し
た
ご
み
は
、
機
械
で

細
か
く
砕
き
ま
す
。
砕
く
こ
と
で
、
ご
み

の
容
積
を
減
ら
し
、
最
終
処
分
場
の
延
命

化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

③
磁
力
な
ど
に
よ
る
選
別

　

砕
い
た
後
の
ご
み
は
、
磁
力
や
風
力
を

使
っ
て
、
金
属
な
ど
の
資
源
ご
み
や
、
軽

い
燃
や
す
ご
み
な
ど
を
選
別
し
、
さ
ら
な

る
減
量
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

④
埋
め
立
て
処
理

　

最
後
に
残
っ
た
埋
立
ご
み
は
、「
最
終

処
分
場
」
に
埋
め
立
て
ま
す
。「
最
終
処

分
場
」
は
２
棟
あ
り
、
一
年
お
き
に
交
互

に
使
用
し
て
い
ま
す
。

▲分別されずに出されたごみ。埋立ごみの袋
の中に、びんや燃やすごみ、中身の残った缶
詰などがあり、腐敗による異臭もする

びん

缶詰（金属、中身は
燃やすごみ）

木板（燃やすごみ）

危
険
な
も
の

▼
電
池

　

お
も
ち
ゃ
や
時
計
、
リ
モ
コ
ン
な

ど
に
入
っ
て
い
る
電
池
は
、
取
り
外

せ
る
も
の
は
取
り
外
し
て
、「
有
害
ご

み
」
と
し
て
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

　

最
近
、
問
い
合
わ
せ
が
多
い
「
リ

▼
ラ
イ
タ
ー

　

必
ず
ガ
ス
を
抜
い
て
く
だ
さ
い
。

金
属
部
分
は
「
そ
の
他
金
物
」
に
分

別
し
て
く
だ
さ
い
。

資
源
化
で
き
る
も
の

▼
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど

　

中
身
を
残
さ
ず
水
洗
い
し
た
後
、

そ
れ
ぞ
れ
の
指
定
袋
に
入
れ
て
分
別

し
て
く
だ
さ
い
。

不
衛
生
な
も
の

▼
生
ご
み

　
「
埋
立
ご
み
」
の
袋
に
入
れ
ず
に
、

「
燃
や
す
ご
み
」
に
分
別
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
缶
詰
や
調
味
料
な
ど
の
容
器

　

中
身
を
残
さ
ず
水
洗
い
し
た
後
、

容
器
の
素
材
に
応
じ
て
分
別
し
て
く

だ
さ
い
。

そ
の
他
の
注
意
点

▼
包
装
は
最
小
限
に

　

割
れ
た
ガ
ラ
ス
や
刃
物
な
ど
は
、

危
険
の
な
い
よ
う
、
新
聞
紙
な
ど
で

包
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、分
別
作
業
の
軽
減
の
た
め
、

包
装
は
最
小
限
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
は
ど
う
や
っ
て
処
理
さ
れ
る
？

分
別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　
「
埋
立
ご
み
」
に
含
ま
れ
る
代
表
的
な
ご
み
の
分
別
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
ス
プ
レ
ー
缶

　

発
火
な
ど
を
防
ぐ
た
め
、
必
ず
穴

を
開
け
て
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

缶
の
素
材
が
記
載
し
て
あ
る
場
合

チ
ウ
ム
イ
オ
ン

電
池
」
に
つ
い

て
は
、
他
の
電

池
と
同
様
に
処

理
し
て
く
だ
さ

い
。

は
、
そ
れ
に

従
っ
て
分
別
し

て
く
だ
さ
い
。

　

記
載
が
な
い

場
合
は
、「
そ

の
他
金
物
」
と

し
て
分
別
し
て

く
だ
さ
い
。

電池は取り外す必ず穴を開
けて廃棄

リデュース … 物を大切に使い、ごみを減らす
・使い捨て商品を使用しない
・料理の食べ残しをしない
・必要のない包装は断る
・使用頻度の少ないものは、レンタルやシェア
　（共有）する

リユース … 使える物は、繰り返し使う
・壊れた物は修理し、長期間使う
・使える物は、リユースショップやフリー
   マーケットを利用し、必要な人に譲る
・マイバッグ、マイ箸、マイボトルを使う 
・詰め替えできる製品を選ぶ？

？
「リデュース」と
「リユース」　って
どう違う？

？

　「２Ｒ
アール

」とは、「リデュース（Reduce ＝減らす）」と「リ
ユース（Reuse ＝繰り返し使う）」の２つのＲを合わせ
た取り組みの総称です。
　ここに「リサイクル (Recycle ＝再生利用 )」を加え
た取り組みを「３R」と呼びますが、リサイクルはごみ
として捨てるものを再生利用するもので、直接的なご
みの減量にはなりません。そこで、ごみを出さない「２
Ｒ」の取り組みが注目されています。

ごみを削減！「リユースショップ」

　若狭シルバー人材センターでは、リユースの促進や、高齢者が
活躍する場の創出を目的に、登録会員が持ち込んだ品を扱うリユー
スショップ「バザールショップ
Ａｇ」（遠敷）を運営しています。
　ごみの発生を防ぎ、お財布に
も優しいリユースショップを活
用して、ごみの削減につなげま
しょう。

▲不燃ごみの処理施設と、最終処分
場からなる「リサイクルプラザ」

▲ごみ袋の中身を一つひとつ手作業で選別する作業員。後方には、
未処理の埋立ごみが山積みになっている

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、市内でも
ごみの排出量が増加し、あらためて、ごみの分別と減量
化の重要性が明らかになりました。
　ごみ急増の背景と、日々の処理方法について知り、分
別と減量化の工夫について考えてみましょう。

　市では、ごみの分別や減量化
について知り、ともに考える出
前講座や、リサイクルプラザの
施設見学を、随時、受け付けて
います。
　申し込みや問い合わせは、環
境衛生課まで。

ごみについて知り、考える！
「出前講座」や「ごみ処理施設見学」



⓫ 広報おばま　令和 2 . 9

　

調
査
の
内
容
は
、
世
帯
に
つ

い
て
は
、「
世
帯
員
の
数
」「
住

居
の
種
類
」「
住
宅
の
建
て
方
」

な
ど
４
項
目
。

　

世
帯
員
に
つ
い
て
は
、「
男
女

の
別
」「
出
生
の
年
月
」「
就
業

状
態
」「
従
業
地
ま
た
は
通
学
地
」

な
ど
の
15
項
目
で
す
。

調
査
は
19
項
目

　

国
勢
調
査
で
は
、
統
計
法
に

よ
っ
て
、
厳
格
な
個
人
情
報
保

護
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
は
厳
格
に
保
護

■国勢調査では、金銭を要求する

　こと、銀行口座の暗証番号やク

　レジットカード番号などを聞く

　ことはありません。

■国勢調査をかたった不審な訪問者や電話、

　電子メールなどにご注意ください。

　不審に思った際には、回答しないで、速や

　かに市民協働課までお知らせください。

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください！

≪インターネット回答期間≫
9 月 14 日㊊～ 10 月 7 日㊌

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
な
ら
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

　

ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
か

　

ら
24
時
間
い
つ
で
も
回
答
で
き
ま
す
。

■
回
答
の
際
は
、
配
布
さ
れ
る
利
用
ガ
イ
ド
を
も
と

　

に
、
専
用
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ガ
イ
ド
に
記

　

載
の
「
ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
」
と
「
パ
ス
ワ
ー
ド
」
を

　

入
力
し
て
、
画
面
の
指
示
に
従
い
回
答
し
ま
す
。

■
回
答
内
容
は
、
期
間
内
に
い
つ
で
も
修
正
が
可
能

　

で
す
。

24
時
間
い
つ
で
も
Ｏ
Ｋ
！

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
」
が
お
す
す
め
で
す

≪郵送提出期間≫
10 月 1 日㊍～ 10 月 7 日㊌

■問い合わせ 市民協働課☎ 64・6009

調査に関するお問い合わせは…

【受付時間】８時～ 21時（10月 31日㊏まで設置）
国勢調査コールセンター☎ 0570・07・2020 （IP電話の場合は☎ 03・6636・9607）
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「令和２年国勢調査」
全国一斉

を実施します

回答の流れ

①専用サイトにアクセス

③画面の案内にそって回答

②ログインＩＤ・パスワードを入力

（8 ケタ）

ログイン ID（Login ID)

（4 ケタ）

アクセスキー（Access Key)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
す
る

郵
送
で
回
答
す
る

■
紙
の
調
査
票
で
回
答
す
る
場
合
は
、
回
答
を

　

記
入
し
た
調
査
書
類
を
、
同
封
さ
れ
て
い
る

　
「
郵
送
提
出
用
封
筒
」
に
入
れ
て
、
ポ
ス
ト
に

　

投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
が
難
し
い

場
合
は
、
郵
送
で
も
回
答
で
き
ま
す

■住民票などの届出場所に関係なく、10 月１日現
   在、ふだん住んでいる場所で調査票を記入します。

■「ふだん住んでいる場所」とは、３カ月以上
　住んでいる場所か、３カ月以上住むことになっ
　ている場所のことです。

回答は、ふだん住んでいる場所で

■調査票を提出する前に、記入もれや誤りがな
　いか、あらためて確認してください。

■調査票に記入もれなどがあった場合は、確認
　のため、指導員などから電話で連絡すること
　があります。

提出前には再チェック

回答時の注意点

　

正
確
な
統
計
を
作
成
す
る
た

め
に
、「
統
計
法
」
で
は
、
調
査

項
目
に
回
答
す
る
義
務
（
報
告

義
務
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

回
答
は
法
律
で
義
務
付
け

② 

ど
う
や
っ
て
調
査
す
る
の
？

　

９
月
14
日
㊊
か
ら
、
国
勢
調
査
員
が

各
世
帯
を
順
次
訪
問
し
、
調
査
書
類
を

配
布
し
ま
す
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発

　

生
・
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
調
査
書
類

　

を
郵
便
受
け
に
入
れ
る
な
ど
、
調
査

　

世
帯
と
の
対
面
・
接
触
を
で
き
る
だ

　

け
避
け
な
が
ら
配
布
を
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

③ 

回
答
の
方
法
は
？

　

次
の
３
つ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
方

法
で
回
答
で
き
ま
す
。

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

②
郵
送
提
出

③
調
査
員
に
提
出

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発

　

生
・
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
で
き

　

る
限
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は

　

郵
送
で
回
答
し
て
く
だ
さ
い

① 

ど
ん
な
調
査
な
の
？

　
「
国
勢
調
査
」
は
、
日
本
に
住

ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
お
よ
び

世
帯
を
対
象
に
、
５
年
に
１
度

行
わ
れ
る
最
も
基
本
的
な
調
査

で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
社
会
福
祉
、

雇
用
施
策
、
生
活
環
境
の
整
備
、

防
災
対
策
な
ど
幅
広
い
分
野
で
、

暮
ら
し
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ

ま
す
。

　

10
月
１
日
現
在
を
基
準
日
に
、

全
国
一
斉
に
国
勢
調
査
を
実
施

し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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９
月
か
ら
、
新
た
な
子
育
て
支
援
策
を
実
施
し
ま
す

「
在
宅
育
児
応
援
手
当
」
を
支
給
し
ま
す

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

支給の対象になる可能性があります。
子ども未来課まで申請または問い合わせてください。

支
給
対
象
外
で
す

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はいいいえ

いいえ

３歳未満の子どもを養育していますか？

その子どもは、第２子以降ですか？

その子どもは、保育園など※に入園していますか？
（※幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所を含む）

申請者および配偶者が加入する健康保険は、国民健康保険ですか？

対象期間中、パートタイム・アルバイト
などの勤務をしましたか？

次の要件をすべて満たしていますか？
・申請者と対象の子どもが小浜市に住民登録している
・申請者と配偶者が生活保護を受けていない
・申請者と配偶者が暴力団関係者や公序良俗に反するものではない

保険証の種類は、被扶養者の健康
保険証ですか？

「育児休業給付金支給決定通知書」を持っていますか？

はい

対象期間中、育児休業給付金を受給していましたか？

申請者※別注および配偶者の市民税所得割合算額が
5万 7,700 円未満ですか？

  「在宅育児応援手当」の支給対象となるか、確認しましょう 　

市
で
は
、
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
第
２
子
以
降
の
０
歳

か
ら
２
歳
の
子
ど
も
を
家
庭
で
保
育
す
る

世
帯
に
対
し
て
、手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
家
庭
に

は
、
９
月
以
降
に
、
市
か
ら
申
請
書
類
を

郵
送
し
ま
す
。

　

支
給
対
象
で
あ
っ
て
も
、
申
請
し
な
け

れ
ば
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
13
Ｐ
を

参
考
に
、
忘
れ
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※別注　原則として、児童手当の受給者が申請者となります。
　　　　児童手当の受給者が対象の子どもと同居していないときは、同居している他の養育者が申請してください。

▼
対
象
と
な
る
児
童
の
要
件

①
市
に
住
民
登
録
を
有
す
る
、
産
後
８
週

　

か
ら
満
３
歳
未
満
の
児
童

②
市
民
税
所
得
割
合
算
額
が
５
万
７
７
０
０

　

円
未
満（
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
は
７
万
７

　

１
０
１
円
未
満
）
で
あ
る
、生
計
を
一
に

　

す
る
世
帯
内
の
第
２
子
以
降
の
児
童

▼
支
給
対
象
者
の
要
件

①
市
に
住
民
登
録
を
有
す
る
、
児
童
手
当

　

の
受
給
者

②
対
象
児
童
を
保
育
園
な
ど
に
入
園
さ
せ　

　

て
い
な
い
人

③
職
場
復
帰
を
前
提
と
し
た
「
育
児
休
業

　

給
付
金
」（
公
務
員
は
「
育
児
休
業
手

　

当
金
」）
を
受
給
し
て
い
な
い
人

④
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
人

⑤
暴
力
団
関
係
者
や
公
序
良
俗
に
反
す
る

　

も
の
で
は
な
い
こ
と

⑥
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、
配
偶
者
が

　

③
〜
⑤
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

▼
支
給
金
額　

対
象
と
な
る
児
童
１
人
に

　

つ
き
１
万
円
（
月
額
）

▼
支
給
期
間　

支
給
要
件
を
満
た
し
た
日

　

の
翌
月
か
ら
、
支
給
要
件
を
満
た
さ
な

　

く
な
っ
た
日
が
属
す
る
月
ま
で

▼
支
給
月　

２
月
・
６
月
・
10
月
（
最
大

　

４
カ
月
分
を
一
括
で
振
り
込
み
）

　

※
今
年
度
の
最
初
の
支
給
は
、
令
和
３

　
　

年
２
月
の
振
り
込
み
で
す

保
育
料
無
償
化
の
範
囲
を

拡
大
し
ま
す

　

市
で
は
、
子
育
て
世
帯
の
経
済

的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
育

園
や
認
定
こ
ど
も
園
に
か
か
る
保

育
料
の
無
償
化
の
範
囲
に
つ
い
て
、

世
帯
推
定
年
収
が
３
６
０
万
円
未

満
相
当
世
帯
の
第
２
子
に
拡
大
し

ま
す
。

※
対
象
者
に
つ
い
て
、
申
請
な
ど

　

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

■
問
い
合
わ
せ　
子
ど
も
未
来
課
☎
64・６
０
１
３

無償化の実施状況

（申請中・申請予定も含む）

世帯推定年収 ～ 260 万円 ～ 360 万円 ～ 640 万円 640 万円以上

0 ～ 2 歳

第１子

第２子

第３子以降

3 ～ 5 歳

9 月から無償化✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

◎
✔は無償化済み


